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ゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合
　所在地が沖縄県外の特別徴収義務者で、払込みの際ゆうちょ

銀行 ･ 郵便局を利用される事業所は右の指定通知書に、提出

年月日、ゆうちょ銀行 ･ 郵便局名を記入の上、６月分の払込み

（７月 10日まで）の際、納入書とともにゆうちょ銀行 ･郵便局へ

提出してください。※ 10 日が土、日、祝祭日の場合は、翌営業日。

指 定 通 知 書
　地方税法第 321 条の５第４項の規定により、貴局を当市の市・県

民税（特別徴収税額）の払込みの取扱いをする銀行に指定しましたの

で通知します。

記
１．口  座  番  号　　02010 － 0－ 960144
２．加入者の名称　　沖縄市会計管理者
３．取りまとめ店　　ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター
　　　　　　　　　  （〒812－8794）

ゆうちょ銀行　　　　　店

御中

沖縄市長　花　城　大　輔

令和　　年　　月　　日
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